（修了予定者用）
博士学位論文の公正性に関する報告書
　　　年　　　月　　　日
　奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科長　殿
　私は、自身の研究活動において研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、捏造、改ざん、盗用などの研究活動における不正行為* を為さず、また加担、看過しておりません。私が執筆した博士学位論文は、不正行為と見なされる内容を含んでいないことを確認したことを、ここに報告します。
学位申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署）
奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科
　　　　　　　　　　　専攻
　私は、学位申請者の主任指導教員として、学位申請者が行った研究活動において不正行為が起こらないよう適切な指導を行うとともに、学位申請者が執筆した博士学位論文に不正行為と見なされる内容が含まれないことを確認しました。
主任指導教員氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署）
奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科
　　　　　　　　　　　専攻
（職名）　　　　　　　　　
* 研究活動における不正行為の定義
不正行為とは、研究者倫理に背馳し、研究活動や研究成果の発表の本質ないし本来の趣旨を歪め、研究者コミュニティの正常な科学的コミュニケーションを妨げる行為に他ならない。具体的には、得られたデータや結果の捏造、改ざん、及び他者の研究成果等の盗用などが代表例である。
